
１ 件名 三浦市下水道条例の一部を改正する条例の基本方針 

 

２ 提案の根拠・理由 

  本市の公共下水道事業は、人口減少等により経営環境が厳しさを増す中、経営改善に向けた取組

を着実に実施してきたが、事業運営費の約６割を一般会計繰入金により賄っている。 

平成 27 年度に下水道使用料の見直しについて諮問した下水道事業審議会において、一般会計繰

入金に依存した経営体質の改善について議論がなされたほか、平成 28 年度に策定した三浦市下水

道事業経営戦略においても「平成 31 年度に下水道使用料の見直しを行う予定であり、それ以降も

４年に一度、４％程度の見直しが必要となる」旨を記載している。 

  上記課題の解消に向け、令和 4 年度から 24 年間の公共下水道事業の財政収支の見通しの検証を

進めた結果、下水道使用料の基本使用料及び従量使用料について、4.4％の値上げとなる改定を実

施する必要があるため、基本使用料及び従量使用料の金額に係る規定について、関係条例の改正を

行うものである。 

 

３ 改正の主な内容 

  基本使用料及び従量使用料の金額に係る規定について、改定に伴う必要な規定の改正を行うもの

【別表（第 16条関係）】（裏面参照） 

 

４ 施行期日 

令和４年７月１日 

 

５ 経過措置 

  改正後の別表の規定は、施行日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前

の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、施行日前

から引き続き継続する公共下水道の使用に係る使用料であって、施行日以後初めて使用料の支払を

受ける権利が確定するものの額については、各日において使用者が排除した汚水の量を均等とみな

し、日割りで算定するものとする。 
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２２ 



別表 

 

基本使用料（10㎥以下）               【現行】      【改正後】 

区分 金額 

一般汚水 １，００６円 １，０５０円 

業務等汚水 ２，０１２円 ２，１０１円 

公衆浴場等汚水 １０６円 １１１円 

 

従量使用料                     【現行】      【改正後】 

区分 汚水排除量 金額（１㎥につき） 

一般汚水及び 

業務等汚水 

１１～２０㎥ １６５円 １７２円 

２１～３０㎥ １８９円 １９７円 

３１～４０㎥ ２２５円 ２３５円 

４１～５０㎥ ２６０円 ２７１円 

５１～１００㎥ ３０７円 ３２１円 

１０１～２００㎥ ３３１円 ３４６円 

２０１～３００㎥ ３５５円 ３７１円 

３０１㎥～ ３７９円 ３９６円 

公衆浴場等汚水 １１㎥～ １０円 １０円 
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